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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　昇降可能な荷台および駆動輪を備えた車体と、
　前記駆動輪を駆動する走行モータと、
　充放電可能な蓄電装置と、
　前記荷台を昇降するための昇降モータを有する荷台昇降装置と、
　前記走行モータおよび前記昇降モータを制御する制御装置と、を備えた無人搬送車にお
いて、
　前記制御装置は、
　前記荷台に搭載される荷の重量と減速する状況に基づいて、荷搭載状態での減速時に前
記走行モータに生じる回生電力と、前記蓄電装置の充電率とに基づき前記回生電力のうち
前記蓄電装置に蓄電できない余剰回生電力と、を算出し、
　荷の重量に基づき荷を搭載した前記荷台の上昇に必要な荷台上昇電力を算出し、
　前記余剰回生電力と前記荷台上昇電力に基づき前記荷台の上昇量を算出し、
　前記余剰回生電力により前記昇降モータを制御して前記荷台を上昇させることを特徴と
する無人搬送車。
【請求項２】
　前記制御装置は、
　荷搭載状態にて加速する時に、前記荷台の上昇量から下降により前記昇降モータに生じ
る回生電力を算出し、
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　前記昇降モータに生じる回生電力を前記蓄電装置へ蓄電可能か判断し、
　蓄電可能と判断したときには前記昇降モータに生じる回生電力を前記蓄電装置へ蓄電さ
せ、
　蓄電可能ではないと判断したときには前記昇降モータに生じる回生電力を前記走行モー
タへ供給することを特徴とする請求項１に記載の無人搬送車。
【請求項３】
　前記荷台昇降装置は、
　前記昇降モータにより駆動される油圧ポンプと、
　前記荷台の昇降を行う油圧シリンダと、
　前記油圧ポンプおよび前記油圧シリンダに連結され、作動油を通す油圧配管と、を備え
ていることを特徴とする請求項１又は２に記載の無人搬送車。
【請求項４】
　前記荷台昇降装置は、前記荷の重量を検知する荷重センサを備えていることを特徴とす
る請求項１～３のいずれか一項に記載の無人搬送車。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無人搬送車に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の港湾施設としてのコンテナターミナルでは、コンテナ運搬専用の無人搬送車によ
りコンテナを運搬するシステムが開発されている。この種の無人搬送車は、大型の無人搬
送車（例えば、全長が１５ｍ、幅３ｍ、高さ２ｍ以上）である。特に、電動式の無人搬送
車の場合、車体には電動モータによって駆動される駆動輪と電力を蓄えるバッテリを備え
ている。電動式の無人搬送車では、荷搭載時に減速すると回生電力が生じるが、回生電力
は無人搬送車の車体重量に荷重量を加えた全重量に応じた大きな回生電力となるため、バ
ッテリに全ての回生電力を蓄電することができない場合もある。
【０００３】
　バッテリに蓄電しきれない回生電力を消費するようにした従来技術として、例えば、特
許文献１に開示された産業車両の制御装置が知られている。特許文献１に開示された産業
車両の制御装置は、走行用モータと、走行用モータの回生制動によって生成される回生電
力を蓄電可能な蓄電装置と、荷役装置を作動するための油圧回路に作動油を供給する油圧
ポンプと、油圧ポンプを駆動するための荷役用モータと、産業車両全体の作動を制御する
制御部とを備えている。また、産業車両の制御装置は、走行用モータの回生制動時におい
て蓄電装置が満充電状態である場合は、回生電力を荷役用モータに供給するよう制御する
電力制御部と、油圧回路に設けられ、流動抵抗を負荷しつつ作動油を通過させることが可
能な抵抗流路とを備えている。さらに、産業車両の制御装置は、走行用モータの回生制動
時において蓄電装置が満充電状態であり、且つ、荷役装置による荷役作業が行われていな
い場合においては、油圧ポンプから供給される作動油を流動抵抗に導くよう制御する切替
制御部とを備えている。
【０００４】
　そして、走行用モータの回生制動時において蓄電装置が満充電状態である場合は、電力
制御部は回生電力を荷役用モータに供給するよう制御するので、荷役作業が行われている
場合は、回生電力は荷役作業に必要なエネルギーとして消費される。一方、荷役作業が行
われていない場合は、切替制御部は油圧ポンプから供給される作動油を流動抵抗に導くよ
う制御するので、抵抗流路で発生する摩擦熱として回生電力を消費することが可能である
。従って、回生電力を蓄電装置に還流できない場合でも、還流できない余剰電力を熱エネ
ルギーとして確実に消費することが可能とある。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２０１６－２８０１７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に開示された産業車両の制御装置では、走行用モータの回生制動時
において蓄電装置が満充電状態であり、且つ、荷役装置による荷役作業が行われていない
場合においては、回生電力を抵抗流路で発生する摩擦熱として消費させている。よって、
回生電力を有効活用されず、エネルギーロスが発生する場合が存在する問題がある。一方
、無人搬送車において荷がコンテナのような重量物であると、重量に応じた回生電力を蓄
電させるための大きな蓄電装置が必要となり、無人搬送車がさらに大型化する。
【０００７】
　本発明は、荷搭載状態において生じる制動時の回生電力が蓄電装置に蓄電できない場合
であっても、回生電力を有効に活用することが可能な無人搬送車の提供にある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、請求項１記載の発明は、昇降可能な荷台および駆動輪を
備えた車体と、前記駆動輪を駆動する走行モータと、充放電可能な蓄電装置と、前記荷台
を昇降するための昇降モータを有する荷台昇降装置と、前記走行モータおよび前記昇降モ
ータを制御する制御装置と、を備えた無人搬送車において、前記制御装置は、前記荷台に
搭載される荷の重量と減速する状況に基づいて、荷搭載状態での減速時に前記走行モータ
に生じる回生電力と、前記蓄電装置の充電率とに基づき前記回生電力のうち前記蓄電装置
に蓄電できない余剰回生電力と、を算出し、荷の重量に基づき荷を搭載した前記荷台の上
昇に必要な荷台上昇電力を算出し、前記余剰回生電力と前記荷台上昇電力に基づき前記荷
台の上昇量を算出し、前記余剰回生電力により前記昇降モータを制御して前記荷台を上昇
させることを特徴とする。
【０００９】
　請求項１記載の発明によれば、制動時の走行モータの回生電力を荷台昇降装置を用いて
荷台を上昇させることに使用し、電気エネルギーを位置エネルギーに変換して蓄積するこ
とが可能である。よって、荷搭載状態において生じる制動時の回生電力が蓄電装置に蓄電
できない場合であっても、回生電力を有効に活用することが可能である。
【００１０】
　請求項２記載の発明は、請求項１に記載の無人搬送車において、前記制御装置は、荷搭
載状態にて加速する時に、前記荷台の上昇量から下降により前記昇降モータに生じる回生
電力を算出し、前記昇降モータに生じる回生電力を前記蓄電装置へ蓄電可能か判断し、蓄
電可能と判断したときには前記昇降モータに生じる回生電力を前記蓄電装置へ蓄電させ、
蓄電可能ではないと判断したときには前記昇降モータに生じる回生電力を前記走行モータ
へ供給することを特徴とする。
【００１１】
　請求項２記載の発明によれば、荷台の上昇により位置エネルギーとして蓄積された電力
を、荷台の下降により昇降モータの回生電力として電気エネルギーに変換し、荷台の下降
により生じた回生電力を蓄電装置へ蓄電したり、走行モータへ供給することが可能である
。よって、荷台の下降により生じた回生電力を有効に活用することが可能である。
【００１２】
　請求項３記載の発明は、請求項１又は２に記載の無人搬送車において、前記荷台昇降装
置は、前記昇降モータにより駆動される油圧ポンプと、前記荷台の昇降を行う油圧シリン
ダと、前記油圧ポンプおよび前記油圧シリンダに連結され、作動油を通す油圧配管と、を
備えていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項３記載の発明によれば、昇降モータを駆動することにより油圧ポンプを回転させ
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加圧された作動油を油圧配管を介して油圧シリンダに供給することが可能であり、荷台の
昇降を行うことが可能である。
【００１４】
　請求項４記載の発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載の無人搬送車において、前
記荷台昇降装置は、前記荷の重量を検知する荷重センサを備えていることを特徴とする。
【００１５】
　請求項４記載の発明によれば、荷重センサにより検出された荷の重量を制御装置に入力
することにより、回生電力及び荷台の上昇量を的確に把握することが可能である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、荷搭載状態において生じる制動時の回生電力が蓄電装置に蓄電できな
い場合であっても、回生電力を有効に活用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る無人搬送車の概略構成を示す側面図である。
【図２】無人搬送車の構成を示すブロック図である。
【図３】荷台の上昇時の制御フローを示すフローチャートである。
【図４】荷台の下降時の制御フローを示すフローチャートである。
【図５】無人搬送車の動作説明用のタイムチャートである。（ａ）は時間と走行速度の関
係を示し、（ｂ）は時間と荷台の高さの関係を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の実施形態を図１～図５に基づいて説明する。無人搬送車は、例えば、港湾施設
としてのコンテナターミナルにおいてコンテナ運搬専用の大型の無人搬送車に適用するも
のである。コンテナターミナルにおいては、無人搬送車は予め定められた走行経路を走行
し、コンテナの積み降ろしを行う。
【００１９】
　図１に示すように、無人搬送車１０の車体１１は、複数の駆動輪１２と、荷としての２
個のコンテナＣを搭載可能な荷台１３と、を備えている。
　無人搬送車１０は、駆動輪１２を駆動する走行モータ１４と、充放電可能な蓄電装置１
５と、荷台１３を昇降する荷台昇降装置１６（図２に表示）と、無人搬送車１０の各部を
制御する制御装置１８と、を備えている。
　図１に示すように、駆動輪１２は、駆動輪１２毎に設けた走行モータ１４の駆動により
駆動される。走行モータ１４は無人搬送車１０の走行に用いられるものであり、減速機１
９（図２に表示）を介して駆動輪１２に接続されている。走行モータ１４は、電動発電機
であり、駆動輪１２を駆動する電動機としての機能と、無人搬送車１０の制動時に回生電
力を発生する発電機としての機能を併せ持っている。走行モータ１４は、三相交流同期モ
ータにより構成されている。
【００２０】
　図２に示すように、走行モータ１４は、走行用インバータ２０を介して蓄電装置１５に
接続されている。蓄電装置１５は、例えば、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池およ
び鉛蓄電池等の充放電可能な二次電池である。蓄電装置１５は二次電池のほかキャパシタ
でもよい。蓄電装置１５は、一定の蓄電容量を有し、図示しない外部電源により充電可能
となっている。また、蓄電装置１５は、走行モータ１４に対して放電可能であるほか、満
充電状態とならない範囲では走行モータ１４に発生する制動時の回生電力や、後述する荷
台昇降装置１６のポンプモータ１７に発生する回生電力を蓄電可能である。
【００２１】
　走行用インバータ２０は、直流電力が入力された場合には交流電力に変換して出力し、
交流電力が入力された場合には直流電力に変換して出力する。走行モータ１４へ電力を供
給する場合、走行用インバータ２０は、蓄電装置１５に蓄電された直流電力を交流電力に
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変換して走行モータ１４に交流電力を供給する。一方、走行モータ１４にて生じた回生電
力を蓄電装置１５へ蓄電する場合、走行用インバータ２０は、走行モータ１４にて生じた
交流の回生電力を直流に変換して蓄電装置１５に蓄電する。
【００２２】
　荷台昇降装置１６は、昇降モータとしてのポンプモータ１７と、ポンプモータ１７によ
り駆動される油圧ポンプ２２と、油圧ポンプ２２の作動油をコントロールするコントロー
ルバルブ３１と、油圧ポンプ２２から作動油の供給を受けて作動する油圧シリンダ２３と
、作動油が貯留されるオイルタンク２４と、を有している。油圧ポンプ２２、油圧シリン
ダ２３およびオイルタンク２４は油圧配管２１により接続されている。荷台昇降装置１６
は、本来、コンテナＣの積み込み時の衝撃を緩和するための装置であるが、本実施形態で
は、コンテナＣを搭載した状態（荷搭載状態）の走行中の無人搬送車１０が減速する際に
荷台１３を上昇させ、加速する際に荷台１３を下降させる。因みに、コンテナＣの荷台１
３への積み込み時の衝撃は、コンテナＣが荷台１３に積み込まれたタイミングで荷台１３
を下降することにより緩和される。
【００２３】
　ポンプモータ１７は、電動発電機であり、油圧ポンプ２２を駆動して荷台１３を上昇さ
せる電動機としての機能と、荷台１３の下降時に回生電力を発生する発電機としての機能
を併せ持っている。ポンプモータ１７は、三相交流同期モータにより構成されている。ポ
ンプモータ１７は、荷台昇降用インバータ３０を介して蓄電装置１５に接続されている。
【００２４】
　荷台昇降用インバータ３０は、直流電力が入力された場合には交流電力に変換して出力
し、交流電力が入力された場合には直流電力に変換して出力する。ポンプモータ１７へ電
力を供給する場合、荷台昇降用インバータ３０は、蓄電装置１５に蓄電された直流電力を
交流電力に変換してポンプモータ１７に交流電力を供給する。一方、ポンプモータ１７に
て生じた回生電力を蓄電装置１５へ蓄電する場合、荷台昇降用インバータ３０は、ポンプ
モータ１７にて生じた交流の回生電力を直流に変換して蓄電装置１５に蓄電する。
【００２５】
　油圧ポンプ２２は、ポンプモータ１７により駆動されるギヤポンプである。荷台１３を
上昇させるとき、油圧ポンプ２２は、ポンプモータ１７の駆動により作動油をコントロー
ルバルブ３１を介して油圧シリンダ２３へ圧送する。荷台１３が下降するときは、油圧ポ
ンプ２２は油圧シリンダ２３からコントロールバルブ３１を介して戻る作動油によりポン
プモータ１７を回転させ回生する。油圧シリンダ２３は、シリンダ内を摺動可能なピスト
ン２５と、ピストン２５に連結されたロッド２６とを備えている。ロッド２６におけるピ
ストン２５と反対側の端部には荷台１３が連結されている。油圧シリンダ２３は、ピスト
ン２５により上室２７と下室２８に分離され、上室２７と下室２８はそれぞれ油圧配管２
１を介して油圧ポンプ２２に接続されている。油圧シリンダ２３は、荷台１３の４隅等に
複数設けられている。
【００２６】
　オイルタンク２４は作動油を貯留するタンクである。オイルタンク２４の作動油は、油
圧ポンプ２２により汲み上げられる。油圧シリンダ２３から油圧ポンプ２２に戻る作動油
はオイルタンク２４に貯留される。
【００２７】
　荷台昇降装置１６には、荷重センサ２９が設けられている。荷重センサ２９は作動油の
油圧を測定することにより、荷台１３に搭載されたコンテナＣの重量を検知可能となって
いる。
【００２８】
　制御装置１８は、無人搬送車１０の各部を制御する車載コントローラである。制御装置
１８は、ＣＰＵやメモリ等を有している。制御装置１８は、走行モータ１４、走行用イン
バータ２０、ポンプモータ１７、荷台昇降用インバータ３０と接続されている。制御装置
１８は、走行モータ１４、走行用インバータ２０、ポンプモータ１７、荷台昇降用インバ
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ータ３０の作動を制御する。また、制御装置１８は、荷重センサ２９及び蓄電装置１５と
接続されている。制御装置１８は、荷重センサ２９から検出信号の伝達を受けて荷台１３
に搭載されたコンテナＣの重量を取得する。また、制御装置１８は蓄電装置１５から検出
信号を受けて蓄電装置１５の充電率を取得する。
【００２９】
　次に、制御装置１８による制御フローについて図３及び図４に示すフローチャートに基
づき説明する。制御装置１８は、図３に示すように、無人搬送車１０が減速する際に荷台
１３を上昇させて、減速時に走行モータ１４に生じる回生電力のうち蓄電装置１５に蓄電
できない余剰の電力（余剰回生電力）を位置エネルギーに変換する一連の制御を行う。ま
た、制御装置１８は、図４に示すように、荷台１３を下降させ、コンテナＣの位置エネル
ギーをポンプモータ１７の回生電力として電気エネルギーに変換し、この回生電力を蓄電
装置１５へ蓄電したり、走行モータ１４へ供給する一連の制御を行う。
【００３０】
　本実施形態では、無人搬送車１０の走行経路が予め設定されており、無人搬送車１０が
一定の車速で走行する区間、減速が必要な区間、加速が必要な区間が定まっている。無人
搬送車１０が一定の車速で走行する定速区間は、例えば、直進走行の区間である。減速が
必要な減速区間は、例えば、カーブや交差点の手前の区間であり、加速が必要な加速区間
はカーブや交差点を越えた区間である。
【００３１】
　まず、制御装置１８が無人搬送車１０の減速の際にコンテナＣとともに荷台１３を上昇
させる制御について説明する。図３に示すように、制御フローがスタートし、ステップ１
０１（以降Ｓ１０１のように記載する）において、荷重センサ２９によって荷台１３上の
コンテナＣの重量が検知される。検知された重量は、制御装置１８に検出信号として入力
される。なお、制御装置１８には、減速時の目標減速度が記憶されている。目標減速度は
、予め設定された減速度であり、走行経路において予め把握されている減速区間において
無人搬送車１０の適切な減速を図ることができる減速度である。減速区間の条件に応じた
目標減速度が減速区間毎に設定されている。
【００３２】
　次にＳ１０２において、制御装置１８では、検知されたコンテナＣの重量と目標減速度
に基づき減速区間において走行モータ１４に発生する回生電力を予め算出する。なお、走
行モータ１４の制動時の回生電力は、コンテナＣの重量と無人搬送車１０の重量とを加算
した総重量と減速度に基づいて算出することができる。そして、総重量が大きくなるほど
回生電力は大きくなり、また、減速度が大きくなるほど回生電力は大きくなる。
【００３３】
　次にＳ１０３において、制御装置１８は、Ｓ１０２において求められた回生電力と、蓄
電装置１５の充電率とに基づき余剰回生電力を算出する。充電率とは、蓄電装置１５の充
電状態を示すものであり、例えば、充電率が高いほど蓄電装置１５の充電可能な電力（充
電可能電力とする）は小さくなり、充電率が低いほど蓄電装置１５の充電可能電力は大き
くなる。また、余剰回生電力は、回生電力のうち蓄電装置１５に蓄電できない余剰の電力
を指す。なお、余剰回生電力は回生電力より充電可能電力を減算することにより求められ
る（余剰回生電力＝回生電力－充電可能電力）。
【００３４】
　次にＳ１０４において、制御装置１８は、Ｓ１０３において求められた余剰回生電力に
よりコンテナＣを載置した荷台１３を上昇可能な荷台上昇量を算出する。なお、荷台上昇
量とは、荷台１３が通常位置よりどれだけ上昇するかの上昇距離を示す。
【００３５】
　次にＳ１０５において、制御装置１８は、走行モータ１４を制動するよう制御し、予め
定められた減速度（目標減速度）での減速走行が開始される。
　次にＳ１０６において、制動時に走行モータ１４に生じる回生電力の一部は、蓄電装置
１５に蓄電される。すなわち、制御装置１８は、回生電力のうち充電可能電力に相当する
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電力を蓄電装置１５に蓄電する。
【００３６】
　次にＳ１０７において、制御装置１８は、余剰回生電力を荷台昇降用インバータ３０を
介してポンプモータ１７に供給する。制御装置１８は、ポンプモータ１７に供給される余
剰回生電力でポンプモータ１７を駆動し、荷台１３を所定の上昇量（Ｓ１０４において求
められた荷台上昇量）まで上昇させる。なお、走行モータ１４の制動による減速走行と、
荷台１３の上昇とは同時に行われる。
　次にＳ１０８において、制御装置１８は、走行モータ１４の制動による減速走行を終了
させる。以上で、一連の制御フローがエンドとなる。
　そして、無人搬送車１０は、荷台１３を上昇させた状態で走行を行う。
【００３７】
　次に、制御装置１８が荷台１３を下降させる際の制御について説明する。図４に示すよ
うに、制御フローがスタートし、Ｓ２０１において、荷重センサ２９でコンテナＣの重量
が検知される。検知された重量は、制御装置１８に検出信号として入力される。
【００３８】
　次にＳ２０２において、制御装置１８では、検知されたコンテナＣの重量と目標加速度
に基づき加速区間において走行モータ１４で消費される消費電力を予め算出する。なお、
走行モータ１４の加速時の消費電力は、コンテナＣの重量と無人搬送車１０の重量とを加
算した総重量と加速度に基づき算出される。すなわち、総重量が大きくなるほど消費電力
は大きくなり、また、加速度が大きくなるほど消費電力は大きくなる。
【００３９】
　次にＳ２０３において、制御装置１８は、蓄電装置１５の充電率に基づく充電可能電力
を算出する。例えば、充電率が高いほど蓄電装置１５が受け入れられる充電可能電力は小
さくなり、充電率が低いほど充電可能電力は大きくなる。
【００４０】
　次にＳ２０４において、制御装置１８は、荷台下降によるポンプモータ１７による回生
電力を算出する。なお、荷台１３の下降時のポンプモータ１７による回生電力は、コンテ
ナＣの重量と荷台１３の上昇量に比例している。すなわち、重量が大きくなるほど回生電
力は大きくなり、また、上昇量が大きくなるほど回生電力は大きくなる。
【００４１】
　次にＳ２０５において、制御装置１８は、荷台１３を下降させるよう制御し、ポンプモ
ータ１７の駆動による電力回生が開始される。
　次にＳ２０６において、ポンプモータ１７に生じる回生電力を蓄電装置１５へ蓄電可能
かの判断が行われる。すなわち、Ｓ２０３において算出された充電可能電力とＳ２０４に
おいて算出されたポンプモータ１７による回生電力の大きさの比較が行われる。
【００４２】
　次にＳ２０６において、ポンプモータ１７による回生電力が充電可能電力より大きく（
充電可能電力＜ポンプモータ１７による回生電力）、回生電力の全部を蓄電装置１５へ蓄
電可能ではないと判断された場合には、Ｓ２０７に進む。Ｓ２０７において、ポンプモー
タ１７による回生電力の一部は、蓄電装置１５に蓄電される。
【００４３】
　次にＳ２０８において、制御装置１８は、走行モータ１４による目標加速度での加速走
行時に、ポンプモータ１７による回生電力のうち蓄電装置１５に蓄電されない残余の回生
電力を走行モータ１４に供給する。
　次にＳ２０９において、制御装置１８は、残余の回生電力を用いた走行モータ１４によ
る目標加速度での加速走行を開始する。なお、残余の回生電力を走行モータ１４に供給す
ることにより、Ｓ２０２において算出された加速区間における走行モータ１４の加速時の
消費電力の少なくとも一部をまかなうことが可能である。なお、荷台１３の下降と、走行
モータ１４の加速走行とは同時に行われる。
【００４４】
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　一方、Ｓ２０６において、ポンプモータ１７による回生電力が充電可能電力より小さく
（充電可能電力≧ポンプモータ１７による回生電力）、回生電力の全部を蓄電装置１５へ
蓄電可能と判断された場合には、Ｓ２１０に進む。Ｓ２１０において、ポンプモータ１７
による回生電力は、蓄電装置１５に蓄電される。以上で、一連の制御フローがエンドとな
る。
【００４５】
　次に、無人搬送車１０の動作説明について、図５（ａ）、図５（ｂ）に示すタイムチャ
ートに基づき説明する。
　無人搬送車１０の走行経路には、直進走行の区間とカーブ区間が設けられている。無人
搬送車１０は、直進走行の区間では一定の車速で走行（定速走行）し、カーブ区間の手前
で減速しつつ走行（減速走行）し、カーブ区間を過ぎると一定速度に戻るまで加速しつつ
走行（加速走行）する。
【００４６】
　図５（ａ）に示すように、横軸を時間とし、縦軸を無人搬送車１０の走行速度とする。
時間ｔ０から時間ｔ１までの区間は、無人搬送車１０が一定速度Ｆで走行する直進走行の
区間である定速走行区間を示し、時間ｔ１～ｔ２までの区間は、無人搬送車１０が目標減
速度αで走行するカーブ区間である減速走行区間を示している。そして、時間ｔ２～ｔ３
までの区間は、無人搬送車１０が目標加速度βで走行するカーブ区間を過ぎた加速走行区
間を示し、時間ｔ３以降の区間は、無人搬送車１０が一定速度Ｆで走行する直進走行の定
速走行区間を示している。なお、無人搬送車１０は、カーブ区間の手前で減速を開始し、
カーブ区間を過ぎるまで目標減速度αで減速走行する。そして、カーブ区間を過ぎると目
標加速度βで加速走行する。
【００４７】
　図５（ｂ）に示すように、横軸を時間とし、縦軸を荷台１３の高さとする。時間ｔ０か
ら時間ｔ１までの定速走行区間では、無人搬送車１０の荷台１３は、通常位置である高さ
Ｈ１の状態（荷台通常位置）で走行している。時間ｔ１～ｔ２の減速走行区間では、無人
搬送車１０の荷台１３は、上昇しつつ走行し、時間ｔ２で高さＨ１より高い高さＨ２とな
る。高さＨ２と高さＨ１の差分をΔＨ（Ｈ２－Ｈ１＝ΔＨ）とすると、ΔＨは荷台１３の
上昇量に相当する。すなわち、図５（ａ）に示す時間ｔ１～ｔ２の減速走行区間における
走行モータ１４の減速に伴う余剰回生電力によってポンプモータ１７が駆動され荷台１３
が上昇する。時間ｔ１～ｔ２の減速走行区間では、無人搬送車１０は目標減速度αで減速
走行すると共に、荷台１３は高さＨ１より高さＨ２まで上昇する。この上昇量ΔＨは、余
剰回生電力と荷台１３の重量によって定まる。つまり、制動時の過剰な回生電力（余剰回
生電力）を荷台昇降装置１６を用いて荷台１３を上昇させることにより消費し、位置エネ
ルギーに変換して蓄積する。
【００４８】
　なお、荷台１３の上昇時の荷台昇降装置１６の作動について説明する。図２に示すよう
に、ポンプモータ１７に供給される余剰回生電力によりポンプモータ１７が駆動され、油
圧ポンプ２２が駆動されて昇圧された作動油を油圧配管２１を介して油圧シリンダ２３の
下室２８に供給する。それに伴い、ピストン２５が上方に押圧され、コンテナＣを載置し
た荷台１３が高さＨ１より高さＨ２まで上昇する。このことにより、余剰回生電力をコン
テナＣを上昇させることにより消費して、電気エネルギーを位置エネルギーに変換して蓄
積することが可能となる。
【００４９】
　時間ｔ２～ｔ３の加速走行区間では、無人搬送車１０の荷台１３は、高さＨ２より下降
しつつ走行し、時間ｔ３で高さＨ１となる。すなわち、図５（ａ）に示す時間ｔ２～ｔ３
の加速走行区間における荷台１３の下降に伴うポンプモータ１７の回生電力によって走行
モータ１４が駆動されることによる。時間ｔ２～ｔ３の加速走行区間では、荷台１３は高
さＨ２より高さＨ１まで下降すると共に、無人搬送車１０は目標加速度βで加速走行する
。つまり、コンテナＣおよび荷台１３が有する位置エネルギーを、荷台１３の下降により
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回生電力として電気エネルギーに変換し、荷台１３の下降より生じた回生電力を用いて走
行モータ１４を駆動させ目標加速度βで加速走行させる。
　時間ｔ３以降の区間では、無人搬送車１０の荷台１３は、高さＨ１の通常位置に戻った
状態で走行する。
【００５０】
　なお、荷台１３の下降時の荷台昇降装置１６の作動について説明する。図２に示すよう
に、荷台１３にコンテナＣを載置した状態で荷台１３を下降させる際には、荷台１３及び
コンテナＣの重量によって油圧シリンダ２３の下室２８から作動油が流出する。このとき
、流出した作動油により油圧ポンプ２２が駆動されて、ポンプモータ１７による回生電力
が生じる。このことにより、下降時の作動油の運動エネルギーをポンプモータ１７にて回
生電力として電気エネルギーに変換し、荷台１３の下降より生じた回生電力を用いて走行
モータ１４を駆動することが可能である。
【００５１】
　本発明の実施形態に係る無人搬送車１０によれば以下の効果を奏する。
（１）制御装置１８は、蓄電装置１５に蓄電されない余剰回生電力に基づく荷台１３の上
昇量ΔＨを算出しポンプモータ１７を駆動し荷台１３を上昇させる。走行モータ１４の制
動時の過剰な回生電力（余剰回生電力）を荷台昇降装置１６を用いて荷台１３を上昇させ
ることにより使用し、電気エネルギーを位置エネルギーに変換して蓄積することが可能で
ある。よって、荷搭載状態において生じる制動時の回生電力が蓄電装置１５に蓄電できな
い場合であっても、回生電力を有効に活用することが可能である。
【００５２】
（２）制御装置１８は、荷搭載状態にて加速する時に、荷台１３の上昇により位置エネル
ギーとして蓄積された電力を、荷台１３の下降により生じる回生電力として電気エネルギ
ーに変換する。そして、荷台１３の下降により生じた回生電力を蓄電装置１５へ蓄電した
り、走行モータ１４へ供給して加速走行させることが可能である。よって、荷台１３の下
降により生じた回生電力を有効に活用することが可能である。
【００５３】
（３）荷台昇降装置１６により、ポンプモータ１７を駆動することにより油圧ポンプ２２
を回転させ加圧された作動油を油圧配管２１を介して油圧シリンダ２３に供給することが
可能であり、荷台１３の昇降を行うことが可能である。
【００５４】
（４）無人搬送車１０は、コンテナＣの重量を検知する荷重センサ２９を備えているので
、荷重センサ２９により検出されたコンテナＣの重量を制御装置１８に入力することによ
り、制動時の回生電力及び荷台１３の上昇量を的確に把握することが可能である。
【００５５】
（５）港湾用のコンテナターミナルにおいて、無人搬送車１０は重量の大きなコンテナＣ
を載置して走行する。重量が大きいほど制動時の回生電力も大きくなり、回生電力を蓄電
するための巨大な蓄電装置が必要となる。しかし、本実施形態は、回生電力を荷台１３を
上昇させることにより消費し位置エネルギーに変換して蓄積することが可能なので、重量
に影響されないコンパクトな装置を提供可能である。また、無人搬送車１０の稼働時間を
延ばすことが可能である。
【００５６】
　なお、本発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく発明の趣旨の範囲内で種々
の変更が可能であり、例えば、次のように変更しても良い。
○　Ｓ２０１にてコンテナ重量を検出したが、Ｓ１０１で検出したコンテナ重量の検出デ
ータを用いてもよい。また、コンテナ重量のデータが運行制御コントローラ等の上位のコ
ントローラに登録されている場合には、そのデータを受信してもよい。
○　上記の実施形態では、荷台昇降装置１６で油圧シリンダ２３を使用するとして説明し
たが、油圧シリンダ２３に代えて電動シリンダを使用してもよい。電動シリンダとは、電
動モータと電動モータにより駆動されるボールねじとを備え、電動モータでボールねじを
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回転させることにより、直線駆動を可能としたものである。したがって、電動シリンダで
あっても電気エネルギーの位置エネルギーへの変換は可能である。また、油圧シリンダや
電動シリンダによる昇降だけでなく、パンタグラフのリンク機構を用いた荷台昇降装置で
あってもよい。
○　上記の実施形態では、減速走行時の回生電力を減速度に基づいて算出したが、あらか
じめ定められている減速前の速度と減速後の速度から回生電力を算出してもよい。なお、
減速度または減速前後の速度が減速する状況に相当する。
○　上記の実施形態では、荷としてコンテナＣを例示したが、コンテナの重量に相当する
ような十分な重量を有する荷であれば、コンテナ以外の荷であってもよい。
○　上記の実施形態において、無人搬送車はエンジンによって発電機駆動して、走行等の
電力を供給するハイブリッドタイプであってもよい。
○　上記の実施形態では、無人搬送車１０はカーブ区間では減速走行すると共に、荷台１
３は上昇量ΔＨだけ上昇するとして説明したが、カーブ区間で減速走行する前に、荷台を
ΔＨだけ予め上昇させておいてもよい。この場合には、荷台を上昇させてからカーブ区間
で減速走行すればよいので、より安定した走行が可能となる。
○　上記の実施形態では、荷台を上昇させた後、荷台を下降させて下降時の昇降モータに
よる回生電力に基づいて走行モータを目標加速度で走行させるとしたが、昇降モータによ
る回生電力を通常走行時の加速に使用してもよい。
○　上記の実施形態では、無人搬送車は走行経路のカーブ区間で減速走行するとして説明
したが、カーブ区間以外でも、例えば、荷物の積み降ろし場所、交差点付近に適用するこ
とや、登り坂と下り坂による加速、減速でも適用可能である。
○　上記の実施形態では、荷重センサとしてシリンダの油圧を検出するセンサを用いる例
を説明したが、荷重センサは荷台に設けたロードセルとしてもよく、ロードセルにより荷
の重量を検知してもよい。また、荷の重量が予め設定されている場合は、荷重センサを設
ける必要が無い。
○　上記の実施形態では、走行モータによる回生電力を蓄電装置に蓄電させ残りの余剰回
生電力を荷台の昇降に使用するとして説明したが、走行モータの回生電力を全て荷台の昇
降に使うようにしてもよい。
【符号の説明】
【００５７】
１０　無人搬送車
１２　駆動輪
１３　荷台
１４　走行モータ
１５　蓄電装置
１６　荷台昇降装置
１７　ポンプモータ（昇降モータ）
１８　制御装置
２１　油圧配管
２２　油圧ポンプ
２３　油圧シリンダ
２５　ピストン
２９　荷重センサ
Ｃ　コンテナ（荷）
Ｆ　一定速度
α　目標減速度
β　目標加速度
ΔＨ　荷台の上昇量
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